
【参考資料】 

全国市民オンブズマン連絡会議では、給与とは別で議員の調査・研究のためだけに支給される「政務調査費」につ

いて追及してきました。特に都道府県・政令市では、領収書が公開されないことが多く、「第２給与」の疑いもあると

して、領収書の公開を求めてきました。さらに、政務調査費での活動内容が公開されれば、まじめに調査をしている

議員なのか、調査に関係のない支出が多い不真面目な議員なのかが市民に明らかにされます。これまで調査してきた

結果です。  
 
■政務調査費 領収書開示状況 

Ｈ１９年３月 28 日現在で、領収書を添付するよう義務づけている都道府県・政令市は以下の１０道府県・７政令
市です（全国オンブズ調査）。   

                  Ｈ１９年3月28日現在一覧（別紙参照） 
領収書 全面公開は４県・１市 

 ・岩手県（Ｈ15年5月から） 
 ・宮城県（Ｈ16年4月から） 
 ・長野県（Ｈ15年5月から） 
 ・鳥取県（平成１６年４月分から 但し代表監査委員に収支報告書の写しとともに領収書の写しを提出） 
 ・静岡市（Ｈ１５年４月から） 
領収書 条件付き公開は６道府県・６市 

 ・北海道（H１8年４月から、１件５万円以上 事務所費・事務費・人件費を除く） 
 ・滋賀県（H１８年４月から、１件１万円以上の領収書） 
 ・京都府（H１３年４月から、１件５万円以上 事務所費・事務費・人件費を除く） 
 ・和歌山県（H17年度分から 一件５万円以上 事務所費・事務費・人件費を除く） 
 ・山口県（H１８年４月から、１件５万円以上領収書） 
 ・高知県（Ｈ13年4月から 食糧費（１件１人につき５千円以上）、委託料（１件１０万円以上）） 
 ・札幌市（Ｈ17年4月から １件５万円以上（人件費を除く） H20年度から領収書全部公開） 
 ・さいたま市（Ｈ16年7月から 一件5万円以上添付 （人件費を除く）） 
 ・京都市（Ｈ１７年４月から 5万円以上（人件費、事務所費除く）） 
 ・大阪市（Ｈ１８年４月から １件５万円以上添付） 
 ・広島市（Ｈ１８年４月から １件５万円以上添付（事務所費と人件費除く） 
 ・福岡市（Ｈ１６年４月から 議員交付分のみ、１件５万円以上添付、H18年４月から 議員交付分・会派交付分
ともに１件５万円以上添付）  

領収書 今後全面公開が決まったのは１県です。 

 ・新潟県（H19年５月から）   
領収書 今後条件付き公開が決まったのは４県・２市です。 

 ・秋田県（H19年５月から、１件５万円以上） 
 ・三重県（Ｈ１９年５月から、１件１万円以上） 
 ・兵庫県（H１９年６月から、１件５万円以上 事務所費･事務費・人件費を除く）  
 ・島根県（Ｈ１９年５月から、１件３万円以上の領収書） 
 ・川崎市（H１９年５月から、１件５万円以上）  
 ・北九州市（H１９年４月から、１件５万円以上）  
 ・（新潟市） ０７年５月～ 全部の支出につき添付 
 ・（浜松市） 01年４月～ 全部の支出につき添付 
 ※新潟市・浜松市は０７年４月１日より政令市   
 
 



■「条件付き公開」領収書添付状況調査 

平成１７年度に領収書一部公開の３府県・４政令市について、領収書添付状況を調査しました。 
       添付率  領収書添付条件 
 ・京都府  15.4%  １件５万円以上 事務所費・事務費・人件費を除く 
 ・和歌山県 9.9%   一件５万円以上 事務所費・事務費・人件費を除く 
 ・高知県  1.7%   食糧費（１件１人につき５千円以上）、委託料（１件１０万円以上） 
 ・札幌市  36.3%  １件５万円以上（人件費を除く） 
 ・さいたま市34.9%  一件5万円以上添付 （人件費を除く） 
 ・京都市  22.7%  5万円以上（人件費、事務所費除く） 
 ・福岡市  18.3%  議員交付分のみ、１件５万円以上添付 
  平均   22.2% 
------------------------------------------------------------------------------- 
■政務調査費 使途基準作成状況 

06年8月1日現在で、政務調査費について具体的に使途基準を作成しているのは、以下の14道県・４政令市です。
（１－２行の使途基準記述を除く） 
 ・北海道（政務調査費の手引 平成１３年３月） 
 ・岩手県（政務調査費の事務処理マニュアル 平成１５年６月） 
 ・福島県（政務調査費の手引き 平成１３年４月） 
 ・栃木県（栃木県政務調査費に係る留意事項）平成１５年４月 
 ・千葉県（政務調査費運用の手引き）平成１３年４月 
 ・長野県（政務調査費マニュアル 平成１６年８月） 
 ・富山県 平成１８年３月 
 ・滋賀県 平成１４年３月 
 ・兵庫県 平成１８年４月 
 ・奈良県（政務調査費の使途についての考え方）平成１３年４月 
 ・和歌山県（政務調査費運用マニュアル）平成１７年７月 
 ・鳥取県（政務調査費の使途に関わるガイドライン）平成１６年６月 
 ・山口県 平成１８年６月 
 ・熊本県（政務調査費の使途基準について）平成１３年４月 
 ・札幌市（政務調査費に関する取扱要領 平成１７年３月２４日 議会改革検討委員会決定） 
 ・大阪市(「大阪市会政務調査費の取扱いに関する要綱」ならびに「政務調査費の手引き」（平成１８年８月１日施
行） 

 ・神戸市（神戸市会政務調査費経理要綱）平成１３年４月 
 ・福岡市（福岡市政務調査費取扱要領）平成１３年４月 
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2007.3.28現在

都道府県
領収書添付

の施行
これから施行 領収書添付の範囲

1 北海道 06年4月～ １件５万円以上　事務所費・事務費・人件費を除く

2 岩手県 03年5月～ 全部の支出につき添付

3 宮城県 04年4月～ 全部の支出につき添付

4 秋田県 07年5月～ １件５万円以上

5 新潟県 07年4月～ 全部の支出につき添付

6 長野県 03年5月～ 全部の支出につき添付

7 三重県 07年5月～ １件１万円以上

8 滋賀県 06年4月～ １件１万円以上

9 京都府 01年4月～ １件５万円以上　事務所費・事務費・人件費を除く

10 兵庫県 07年6月～ １件５万円以上　事務所費・事務費・人件費を除く

11 和歌山県 05年4月～ １件５万円以上　事務所費・事務費・人件費を除く

12 鳥取県 04年4月～
全部の支出につき添付
代表監査委員に収支報告書とともに領収書の写し
を提出

13 島根県 ０７年５月～ １件３万円以上

14 山口県 06年4月～ １件５万円以上　

15 高知県 01年4月～
食糧費　１件につき５千円以上
委託料　１件１０万円以上

政令市
領収書添付

の施行
これから施行 領収書添付の範囲

1 札幌市 05年4月～
１件５万円以上　人件費を除
→０８年交付分からは全部の支出につき添付

2 さいたま市 04年7月～ １件５万円以上　人件費を除く

3 川崎市 ０７年５月～ １件５万円以上

4 （新潟市） ０７年５月～ 全部の支出につき添付

5 静岡市 03年4月～ 全部の支出につき添付

6 （浜松市） 01年４月～ 全部の支出につき添付

7 京都市 05年4月～ １件５万円以上　事務所費・事務費・人件費を除く

8 大阪市 06年4月～ １件５万円以上

9 広島市 06年4月～ １件５万円以上　事務所費・人件費を除く

10 福岡市 04年4月～ １件５万円以上（議員交付分のみ）
11 北九州市 ０７年４月～ １件５万円以上

色かけの３府県４市については、全国市民オンブズマンが支出状況不明率を算出（０５年度分）
領収書

添付割合
非添付率

京都府 15.4% 84.6%
和歌山県 9.9% 90.1%
高知県 1.7% 98.3%
札幌市 36.3% 63.7%

さいたま市 34.9% 65.1%
京都市 22.7% 77.3%
福岡市 18.3% 81.7%
平均 22.2 77.8%

政務調査費収支報告書に領収書添付を 義務づけている／義務づけを決めた
都道府県・政令市

※新潟市・浜松市は０７年４月１日より政令市


